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住工共生のまちづくりを推進するため、

東大阪市は次の施策に取り組んでいます

（１）市民とモノづくり企業が共生できる環境のための施策

（２）住工混在の緩やかな解消のための施策

（３）モノづくり企業の立地の促進及び操業の継続のための施策

（４）その他住工共生のまちづくりのための施策



語句の定義

• 住工共生のまちづくりを総合的に推進するために

平成25年に施行した「東大阪市住工共生のまちづ

くり条例」をいう。

条例

• 本市の区域内において、製造業を営んでいるもの

をいう。

モノづくり

企業

・ 工場の集積を維持するため条例に基づき指定した

市内の工業地域全域と準工業地域91%をいう。

モノづくり

推進地域



（１）市民とモノづくり企業が

共生できる環境のための施策



概 要

補助対象経費

補助率

補助対象者

周辺住民の生活環境の保全を図るため、
モノづくり企業から発生する騒音や振動対策として実施する建築物、設
備等の改善対策に対して補助金を交付

相隣環境対策支援補助金

モノづくり企業が実施する騒音、振動対策にかかる費用

1/2

改善対策を行うモノづくり企業

補助限度額 300万円

（１）市民とモノづくり企業が共生できる環境のための施策



相隣環境対策支援補助金交付実績

（１）市民とモノづくり企業が共生できる環境のための施策
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（２）住工混在の緩やかな

解消のための施策



概 要

補助対象経費

補助率

補助対象者

住工混在を解消するために、市内の工業専用地域とモノづくり推進地
域以外の地域で製造業を営むモノづくり企業が、その工場を市内の工
業専用地域又はモノづくり推進地域へ移転する場合に補助金を交付

工場移転支援補助金

機械設備の移転にかかる費用
（移転先が特別用途地区の場合は、事務所の移転にかかる費用も対象）

1/2 ※特別用途地区内のへの工場移転については2/3

工業専用地域及びモノづくり推進地域以外の用途地域から、工業専用
地域もしくはモノづくり推進地域へ工場を移転するモノづくり企業

補助限度額 500万円

8

（２）住工混在の緩やかな解消のための施策



工場移転支援補助金交付実績

（２）住工混在の緩やかな解消のための施策
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概 要

モノづくり推進地域において住宅を建築するとき
に、建築主が、市との協議や周辺の工場への
事前説明等の手続を行うもの。

住宅建築にかかるルール
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（２）住工混在の緩やかな解消のための施策



住宅建築にかかる協議・手続の実績

（２）住工混在の緩やかな解消のための施策

89 90

139

89

102
109

55

132

105

97
91

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

協議・手続件数



高井田中一丁目地区
地区計画の策定（H29）

（２）住工混在の緩やかな解消のための施策



（２）住工混在の緩やかな解消のための施策



(3) モノづくり企業の立地の促進

及び操業の継続のための施策



概 要

補助期間

補助要件

（面積要件）

補助対象者

市内の工業専用地域・モノづくり推進地域内で事業者が一定面積以
上の工場を新たに立地（新築・建替・ 増築・取得）した場合、当該
工場にかかる土地及び工場の固定資産税及び都市計画税相当額の
一定割合を補助金として交付

モノづくり立地促進補助金

3年間 ※特別用途地区内への工場立地の場合は5年間

工業専用地域：延床面積1,000㎡以上
モノづくり推進地域：延床面積500㎡以上（特別用途地区は面積要件を適用しない）

当該工場で事業を営むモノづくり企業、当該工場の所有者、当
該工場の立地する土地の所有者

補助限度額
当該工場にかかる土地及び工場の

固定資産税及び都市計画税の一定割合
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（３）モノづくり企業の立地の促進及び操業の継続のための施策



モノづくり立地促進補助金交付実績

（３）モノづくり企業の立地の促進及び操業の継続のための施策
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事業用地継承支援対策補助金

概 要

補助要件

補助率

補助対象者

既存の一定面積以上の製造業事業用地を、引き続き製造業の事業
用地として売却し新たに工場が立地された場合、もとの土地所有者に
対して補助金を交付

売却する土地の面積：敷地面積250㎡以上
立地する工場の面積：延床面積500㎡以上

※特別用途地区内は土地利用要件・面積要件を適用しない

売買契約金額の3％以内

製造業の事業用地として土地を売却したもとの所有者

補助限度額 500万円

（３）モノづくり企業の立地の促進及び操業の継続のための施策（３）モノづくり企業の立地の促進及び操業の継続のための施策



事業用地継承支援対策補助金交付実績

（３）モノづくり企業の立地の促進及び操業の継続のための施策

・ H26から事業開始（予算額は、例年5,000千円）

・ H27の1件（交付額：4,036千円）のみ

・ 利活用の促進のため、周知を強化している

・ R7は補助金交付の見込み



水走三・四丁目地域を新たに特別用途地区に指定しました（R5）

（３）モノづくり企業の立地の促進及び操業の継続のための施策

条例の趣旨を踏まえ、工業集積の維持・保全の推進にむけて、住宅等の立地
を制限することにより、住宅と工場の混在を未然に防止するとともに良好な
操業環境を保全するため、平成29年４月1日に 川田四丁目・水走五丁目を、
令和5年７月1日に水走三丁目(国道308号沿いの街区除く)・水走四丁目を特
別用途地区（工業保全地区）に指定しています。

※特別用途地区とは

当該地区の特性にふさわしい
土地利用の実現等のため、
条例により土地の制限を
強化・緩和し
用途地域を補完する制度です。



（３）モノづくり企業の立地の促進及び操業の継続のための施策

＜特別用途地区指定に必要な手続＞

・ 素案の作成
・ 地元説明会の開催、
・ 大阪府との協議
・ 案の縦覧
・ 都市計画審議会への付議
・ 都市計画決定
・ 建築基準法に基づく条例の制定

など



（４）その他住工共生のまちづくり

のための施策



概 要

補助対象経費

補助率

補助対象者

条例に基づき認定された「住工共生まちづくり協議会」が実施する事業
に対して補助金を交付

住工共生まちづくり活動支援補助金

「住工共生まちづくり協議会」が実施する事業にかかる経費

1/2

現在は「高井田まちづくり協議会」のみ

補助限度額 １0万円
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（４）その他住工共生のまちづくりのための施策



住工共生まちづくり活動支援補助金交付実績

（４）その他住工共生のまちづくりのための施策
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概 要

条例第19条により設置された住工共生まちづくり審議会を開催し、次
の事項について審議・報告している。

【審議事項】
（１）この条例の改廃に関すること。
（２）この条例に基づく住工共生のまちづくりの推進に関する

取組みに関すること。
（３）モノづくり推進地域の指定及び指定の解除に関すること。
（４）その他住工共生のまちづくりの推進に関する重要な事項に

関すること。

【報告事項】
・条例に基づく施策等の実施状況及び前項の規定に基づく意見

住工共生まちづくり審議会を開催

（４）その他住工共生のまちづくりのための施策



概 要

条例第19条により設置された住工共生まちづくり審議会を開催し、次
の事項について審議・報告している。

【審議事項】
（１）この条例の改廃に関すること。
（２）この条例に基づく住工共生のまちづくりの推進に関する
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（３）モノづくり推進地域の指定及び指定の解除に関すること。
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（４）その他住工共生のまちづくりのための施策



製造業・物流の妨げとなる電柱を移設

（４）その他住工共生のまちづくりのための施策

➢ 高井田地区は、条例の重点地区に位置付けられたモノづくりのまちの
象徴的なエリアである

➢ しかしながら、道路にせりだした電柱がトラックなどの車両通行の障
害となり、物流面への悪影響が生じていた

➢ そこで、計７本の電柱を移設し創業環境を保全・創出することにより、
住工共生のまちの実現を図った

移設前


